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第１回 ごみ処理広域化検討協議会 議事録 

日時：令和 7年 3月 25日(火) 午後 2時から 

場所：三島市役所本館第 1会議室 

発言者 会議の経過（議題・発言内容・結論等） 
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１．開会 

２．あいさつ（事務局） 

３．議題 

 

（１）会長の選任について 

 本検討協議会規約第５条に、「会長は、構成員の互選により定める。」と規定さ

れているが、会長の選任について何か意見はあるか。 

 

熱海市としては三島市の鈴木副市長にお願いしたい。 

 

三島市副市長を会長に推挙する意見があったが、ほかに意見はあるか。 

ほかに意見がないようなので決を採らせてもらう。三島市鈴木副市長を本検討協

議会の会長とすることに賛成の方は挙手をお願いする。 

 

（全員挙手） 

 

全員の皆様にご賛成いただいたので、本検討協議会の会長として鈴木昭彦三島

市副市長が選任されました。鈴木会長どうぞよろしくお願いします。 

 

なお、規約第５条第３項に、「会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、あらかじめ会長の指名する構成員がその職務を代理する。」との規定がある。

職務代理について、鈴木会長からご指名をお願いしたい。 

 

人口規模を考慮し、裾野市堀越副市長にお願いしたい。 

 

 

それでは職務代理は裾野市副市長にお願いする。 

また、本検討協議会規約第７条第２項に「事務局は、会長の所属する市町の担

当課に置く。」と規定されているので、三島市廃棄物対策課にて、事務局を担当

させていただく。 

 

それでは、ここからは、鈴木会長に会議の進行をお願いしたい。 

 

それでは議題について、事務局より説明をお願いしたい。 

 

（２）これまでの検討状況について 

 

 ～資料２ 説明～ 
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 説明の中で令和 18 年度の供用開始を目指すことになっているが資料２を見る

と現行施設の延命化期間が長泉町が令和 12年度、裾野市が 14年度までとなって

いる。これは、その期間までしかもたないということではなくて、何とか修繕と

かやりくりすれば令和 18 年度までは持たせられる可能性、延命される可能性が

あるということでよろしいか。 

 

 

大規模改修を既に行っており、今年度実施した現況調査の結果、少なくとも令

和 25年度頃までは健全に使用できることが分かっている。 

 

裾野市も、さらなる延命化の工事を行えば、同じように延長することが可能だ

というふうに考えている。 

 

ありがとうございます。ほかに意見や質問はあるか。 

 

 

枠組み決定については令和８年度中と書いてあるが、基本合意書の調印は令和

８年度末頃となるのか。それとももう少し早い時期という考えなのか。 

 

基本合意書の調印は８年度末ではなく、各市町で広域化に参加するかどうか判

断していただいて枠組みが決まったら、速やかに行いたいと考えている。 

 

候補地が決まらないと検討も難しいと思うが、令和８年中できるだけ早いうち

に枠組みを決定していきたいという認識でよろしいか。 

 

候補地が決まらないと枠組みが決まるのも遅れてしまう、ということにならざ

るをえないかなと考える。 

 

施設が遠方になる場合には、中継施設も必要というのが課題の中で挙げてある

と思うが、建設候補地が遠方になった場合、中継施設の場所も決まらないと枠組

みも決まらないと思うが、そこの検討はどのように進めるか。 

 

検討部会の下部組織として市町担当課による幹事会を設けるので、そこで並行

して考えていかなければいけないと考えている。 

 

ごみの分別の仕方の合意など、様々な課題を解決していかないと前に進んでい

かないと思うが、ご意見はあるか。 

 

ごみの収集日や中継施設など、様々な課題を選定委員会も検討すると思うが、

しっかりと議論していく必要がある。 

 

あくまでも令和 18 年度の供用開始を目指すということで進めていきたいが、

問題を山積みにして進めるのではなく、３市２町の了解を得ながら進めていきた
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い。それは３市２町の合意でよろしいか。 

 

（全員同意） 

 

（３）広域一般廃棄物処理施設建設候補地選定委員会について 

 

 ～資料３ 資料４ 資料５ 説明～ 

 

 説明が終わったが何か意見はあるか。 

 

 今想定している選定委員会に参加する学識技術者の方で、どのような分野の方

を想定しているか。 

 

環境分野に専門の知識のある方、例えば全国都市清掃会議の方や大学の先生等

を想定している。 

 

その他意見はあるか。 

 

 ほかに意見もないようなので、広域一般廃棄物処理施設建設候補地選定委員会

については、資料３設置要綱案、資料４覚書案、資料５会議傍聴要綱案のとおり

案として決定することに異議はないか。 

 

（全員同意） 

 

 それでは、資料３から資料５までの各案について、本日の検討協議会にて決定

させていただきました。今後、市長・町長名による覚書の締結を経て、各市町に

おいて要綱の制定をお願いしたい。 

 

（４）建設候補地の選定について 

 

 ～資料６ 資料７ 説明～ 

 

候補地の選定について、必要な面積が決まらないと各市町で検討するのも難し

いのではないか。短期間で地元の合意をとるのも難しい。 

 

広めに候補地を募集して、候補地としてどうかというような考え方になるか。

決まらないと参加するかの決定も難しい。 

 

施設について基本的なことがほとんど決まっていない中で探すのは難しいの

ではないか。整理を前倒しにやっていく必要があるのではないか。 

 

７月の中旬にその選定基準の検討という形になって、７月の下旬から公募をか

けるというスケジュールになっているが、５月からコンサルと打ち合わせをして
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決まった基準等につきましては、できるだけ早めに各市町にも知らせていただけ

ればと思う。 

 

コンサルとの打ち合わせは、幹事会として行うので、これは各市町担当課にも

入っていただく会議でこの話はしていくことになる。 

 

12 月に候補地の比較検討、現地確認という予定になっているが候補地が１ヶ

所しかあがってこなかった場合、そこでできるかというような話になるか。 

 

その場所を検討してできるかの判断になると思う。例えば三島市としては参加

が難しいが２市１町はその場所で参加が出来るという場合もあるかもしれない。

候補地が１か所だけじゃなくても３か所あってもそれが選定委員会で１か所に

絞られる。その場合でも、市町によっては、その場所では参加しませんというこ

とにもなるかもしれない。 

 

選定状況によってだが、当然、この後の基本構想を策定していくとなると、令

和８年度予算に影響が出てくる話になる。選定の状況がどうかというところで、

ある程度判断せざるをえないのかなと思うので、柔軟に協議会等を開催してほし

い。 

 

必要であれば、随時集まって重要なことを話していきたいと思うがそれでよろ

しいか。 

 

（全員同意） 

 

（５）広域一般廃棄物処理施設建設候補地選定支援等業務委託について 

 

 ～資料８ 資料９ 資料 10 説明～ 

 

 何か意見や質問はあるか。 

 

 

八王子市のごみ処理施設で売電を行っているという話をきいたことがあるが

そういったことは検討しているか。 

 

エネルギー回収型廃棄物処理施設にすることが交付金の要件にもなっている。

近場に熱を利用するような施設があれば直接熱利用することもあるが、多くの場

合は、電力にしたほうが回収しやすいので電力売電をするという施設の例が多

い。委託仕様書にもエネルギー回収型施設に係る検討を記載している。 

 

仕様書の第３章に基本構想策定準備業務というのが入っているが、建設候補地

の選定のための基本構想の準備なのか。本来でしたら、構想の策定は、協議会の

ほうで検討するべき内容だと思うがどういう考えか。 
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基本構想は検討協議会のほうで、検討していただく内容であると考えている。

本来は枠組みを決めてから基本構想の策定を進めるものだと考えるが全体スケ

ジュールを考慮し、基本構想策定に入る前段階の準備として、各種資料を揃える

などの事前準備のための業務として実施をしたいと考えている。 

 

 ほかに意見もないようなので、広域一般廃棄物処理施設建設候補地選定支援等

業務委託につきましては、資料８仕様書案、資料９覚書案、 

資料 10 事務要領案のとおり、案として決定させてもらえればと思う。 

 

（全員同意） 

 

３.その他 

 

今後の検討協議会の開催は６月の下旬を予定しているが議題がない場合は書

面開催になる場合もある。 

 

４．閉会 

 

 

 


